
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扁平物の堆積体（１１）から単一の堆積された扁平物（１０）を選別するための方法で
あって、更に最下方の扁平物（１２）が扁平物の堆積体の残りから引取り方向に平行に走
るその縁部域の少なくとも一つの上の負圧により下向きに脱離されるものであって、更に
前後に動くことのできる運搬手段（２０）が少なくとも一つの吸引部域の負圧を前記最下
方の扁平物（１２）を保持し剥離具（２２）の下に前進させ、それからそれを更に運搬す
るために使用するものにおいて、
　・負圧が運搬手段（２０）の前後運動の間連続的に適用されること、および
　・吸引部域と前進運動の間保持されている最下方の扁平物（１２）の後縁（１８）との
間の距離、運搬手段（２０）の前後運動のタイミングと速度および最下方の扁平物（１２
）の更なる運搬のタイミングと速度が、最下方の扁平物（１２）、それはそのとき前進し
ている、の後縁（１８）が吸引部域をクリヤーし始める時点でほぼ運搬手段（２０）がそ
の後方位置に到達するかまたはその前進運動を開始しているような方式で互いに調整され
ていること、
を特徴とする方法。
【請求項２】
　・扁平物の堆積体（１１）のためのホッパーを持ち、
　・剥離具（２２）を持ち、
　・最下方の扁平物（１２）の－引取り方向に平行に走る－少なくとも一つの縁部域（１
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６）の下向き脱離のための少なくとも一つの吸引装置を持ち、かくして前記最下方の扁平
物が剥離具（２２）の下に前進されることができる、
　・前後に動くことができ、最下方の扁平物（１２）を前進させる役目をする運搬手段（
２０）を持ち、そこでは運搬手段（２０）の頂部が負圧を発生するために採用された装置
に連結されうる少なくとも一つの開口（２６）を持ち、かくして最下方の扁平物（１２）
が運搬手段（２０）上に保持される、および
　・最下方の扁平物（１２）、それはそのとき前進している、を把持し更に運搬するため
の引取り装置（４０）を持つ、
請求項１による方法を実行するための装置において、
　・運搬手段（２０）が開口（２６）の無い後方部（２８）を持つこと、および
　・後方部（２８）の長さおよび運搬手段（２０）の前後運動のタイミングと速度および
引取り装置（４０）による引取り工程のタイミングと速度が、最下方の扁平物（１２）、
それはそのとき前進している、の後縁（１８）が後方部（２８）を離れ始める時点でほぼ
運搬手段（２０）がその後方最終位置に到達するかその前進運動を開始するような方式で
互いに調整されていること、
を特徴とする装置。
【請求項３】
　たばこの包装のために単一紙素材を選別するための請求項２に記載の装置の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は扁平物の堆積体から単一の堆積された扁平物を選別する（ selecting ）ための
方法および装置であって、運搬手段が扁平物の堆積体から最下方の扁平物を保持し引出す
ために負圧を用いるものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
このような装置は米国特許３７８２７１６号で知られている。そこに記載された選別装置
はその二つの側方部が下向きに傾斜している輸送台を持つ。両方の側方部には側方部の全
長にわたって均一に分布されている幾つかの開口がある。単一の扁平物を選別するために
、下向きに傾斜した側方部に作られた開口を通して最下方の扁平物に真空が適用され、そ
れにより最下方の扁平物の縁部域が下向きに曲げられ輸送台の側方部上に固定される。そ
れから台は横方向に動き始め台上に固定された最下方の扁平物は剥離具の下に選別される
。剥離具の後ろで、そのとき前進している最下方の扁平物はローラーに移送され、その目
的のため真空はスイッチオフされなければならない。台はそれからその出発位置に戻り、
真空は再びスイッチオンされ、選別工程が繰り返される。米国特許３７８２７１６号によ
る装置の欠点は、真空の制御のために、低選別速度でのみ達成可能であることである（ほ
ぼ１分当り２５０単位）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的はより速い速度を可能とする方法と装置を作り出すことである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　この目的は最下方の扁平物が引取り方向に平行に走るその縁部域の少なくとも一つの上
の負圧により扁平物の堆積体の残りからまず下向きに脱離され、それにより少なくとも一
つの吸引部域内で、前後に動くことのできる運搬手段上に負圧によりそれは保持され、そ
してそれによりそれは剥離具の下に進められ、それから更に運搬されること、および負圧
が運搬手段の前後運動の間連続的に適用され、そして吸引部域と前進運動の間保持されて
いる最下方の扁平物の後縁との間の距離、運搬手段の前後運動のタイミングと速度および
最下方の扁平物の更なる運搬のタイミングと速度が、最下方の扁平物、それはそのとき前
進している、の後縁が吸引部域をクリヤーし始める時点でほぼ運搬手段がその後方最終位
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置に到達するかまたはその前進運動を開始しているような方式で互いに調整されているこ
とを特徴とする単一の堆積された扁平物を選別するためのこの発明による方法により達成
される。
　この発明の好ましい実施態様によれば、最下方の扁平物（１２）は前後に動くことので
きる運搬手段（２０）の吸引部域によって脱離され、保持される。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、最下方の扁平物（１２）はその縁部域（１
６）が扁平物の堆積体（１１）の残りから脱離されるとき引取り方向に走る線に沿って撓
められまたは湾曲させられる。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、両方の縁部域（１６）は扁平物の堆積体（
１１）の残りから下向きに脱離される。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、最下方の扁平物（１２）、それはそのとき
前進している、の後縁（１８）が吸引部域をクリヤーし始めるときに運搬手段はその後方
位置に到達する。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、運搬手段（２０）の頂部は運搬方向に平行
に走る少なくとも一つの下向きに傾斜した側方部（３０）を持ち、そこに少なくとも一つ
の開口（２６）があり、それにより最下方の扁平物（１２）が、扁平物の堆積体（１１）
の残りから脱離され、運搬手段（２０）上に保持される。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、運搬手段（２０）の頂部は二つの下向きに
傾斜した側方部（３０）を持ち、その各々に少なくとも一つの開口（２６）があり、それ
により最下方の扁平物（１２）が扁平物の堆積体（１１）の残りから脱離され、運搬手段
（２０）上に保持される。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、運搬手段（２０）は輸送台である。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、剥離具（２２）の下端は下向きに傾斜した
側方部（一つまた複数の）（３０）の部域内で傾斜していない部分より下方まで延びてい
る。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、下向きに傾斜した側方部（一つまたは複数
の）（３０）は湾曲しているか丸味を帯びている。
　この発明の他の好ましい実施態様によれば、装置は運搬方向に見たとき前方に向けて傾
斜している。
【０００５】
【発明の実施の形態】
この発明による方法において（およびこの発明による装置において）－運搬手段の後方部
、それは吸引開口がない、の長さ、運搬手段の前後運動のタイミングと速度並びに最下方
の扁平物の更なる運搬のタイミングと速度を調整する結果として－前記最下方の扁平物は
それを通して負圧が適用される開口と最後から二番目の扁平物間の真空スライド弁の一種
として機能する。一旦運搬手段が既にその前進運動をしているか好ましくはその後方位置
に戻ったならば、最下方の扁平物は完全に引き出され、従ってこの時点でのみ真空は最後
の次の扁平物上にそのとき作用することができる。また吸引開口が問題の最下方の扁平物
によりクリヤーされる時点で、運搬手段はまだその後進運動をしていることも可能である
。しかし、これは後進運動が終了するとき、最後の次の扁平物がそのとき後方へ、例えば
保持具に対して、押されるであろうという、そして前記扁平物がもみくしゃになるであろ
という危険を伴う。従って、最も遅くても最下方の扁平物、それはそのとき前進している
、の後縁が吸引部域をクリヤーし始めるときに運搬手段がその後方位置に到達しているこ
とが好ましい。従って真空は一定に維持することができ弁制御素子によって各選別段階毎
にスイッチをオンオフする必要がない。これはこの発明による方法で１分当り７００から
８００単位またはそれ以上のより速い選別速度が達成できるという利点を持つ。
【０００６】
同時に、最下方の扁平物のその上の扁平物からの部分的脱離および剥離具の下への放出の
結果として、最下方の扁平物の整然とした分離が達成され、従って最下方の扁平物がその
上に直接位置する扁平物と一緒に取り除かれるであろうという危険はない。
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【０００７】
好ましくは、適用された負圧による最下方の扁平物の脱離およびこの部分的に脱離した扁
平物の運搬手段上への固定は、これがこの方法を実行する最も簡単な方法であるので、そ
れを通して負圧が最下方の扁平物に適用される運搬手段の頂部の同じ吸引部域によってま
たは同じ開口によって遂行される。
【０００８】
また最下方の扁平物が負圧によって引取り方向に走る線に沿って撓められまたは湾曲させ
られるのが好ましく、その結果としてその上の扁平物からの良好な脱離が達成される。
【０００９】
最下方の扁平物の両縁部域の脱離のおかげで、扁平物が引き出されるときより良い安定性
とかくして付着が達成される。
【００１０】
採用される扁平物は如何なる種類の扁平物であっても良いが、縁部域の少なくとも一つが
可撓性である必要がある。採用しうる扁平物の例は紙素材（ blanks）（例えばクーポン、
差込みビラ（ inserts ）、帯封（ wrappers）、切手）、厚紙素材並びにプラスチック素材
（例えばポリ塩化ビニルから作られたまたは可塑剤のない塩化ビニル酢酸ビニル共重合体
から作られた）である。好ましくは、プラスチックから作られた扁平物は普通の銀行カー
ドの寸法と同じか小さいかまたは大きい寸法を持つ従来の銀行カードの形の可撓性カード
（白色または着色されたもので、もし望むなら磁気ストリップまたは署名欄のような銀行
カードの通常の特徴を備えたもの）であるであろう。
【００１１】
特別の好適例は例えば紙で作られた、たばこパックのための差込みビラとして適している
ほぼ７．５ｃｍ×４．５ｃｍの寸法を持つクーポンに与えられる。これらのクーポンは一
層、二層または多層を持つことができる。例えば、ほぼ２２．５ｃｍ×４．５ｃｍの長さ
を持つクーポンはその寸法が７．５ｃｍ×４．５ｃｍである三層クーポンに一緒に折りた
たむことができる。他の代替例は１５ｃｍの長さと９ｃｍの幅を持つクーポンで、それは
これもまた７．５ｃｍの長さ×４．５ｃｍの幅の寸法を持つ（四層）クーポンを形成する
ために縦に一回そして横に一回折りたたまれる。これらのクーポンはそれからこの発明に
よる方法とこの発明による装置を用いてたばこパックに付加することができる。
【００１２】
この発明による装置は、扁平物の堆積のためのホッパー、剥離具、最下方の扁平物の－引
取り方向に平行に走る－少なくとも一つの縁部域の下向き脱離のための少なくとも一つの
吸引装置、ホッパー中に置かれた扁平物の堆積体が運搬手段上に位置するように、ホッパ
ーの下でスライドできるような方式で支持されている選別された扁平物のための運搬手段
、およびそのとき前進している最下方の扁平物を把持し更に運搬するための引取り装置を
含む。
【００１３】
ホッパーは例えば連続的な壁を持つまたは好ましくは－運搬方向に見たとき－前部と反対
側にその高さと運搬方向に関してその長さを調節できる保持具を持つ個々の狭い直立した
指状体を持つ積載シャフトであることができる。保持具は運搬手段が後方に動くとき扁平
物の後方への放出を避けるために扁平物の堆積体の下縁の下方に延びるべきである。
【００１４】
剥離具は最下方の部分的に脱離した扁平物を扁平物の堆積体の残りからの最終的分離を容
易とする。この剥離具はこの装置の独立した要素であっても良いし、ホッパーの一部であ
っても良い。例えば、剥離具はホッパーの前部を構成することができる。剥離具は少なく
とも最後から二番目の扁平物の下縁のところまで延びているべきで、かくして最下方の扁
平物の固定後に、既に遂行された縁部域または複数の縁部域の分離にもかかわらず、二つ
の底部層間の付着による今一つの扁平物の同時放出を防ぐ。
【００１５】
しかし、好ましくは運搬手段の下向きに傾斜した側方部の部域においては、剥離具は扁平
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物の堆積体の下縁の下方までずっと延びている。運搬手段の側方部（一つまたは複数）の
表面と剥離具の下縁との間の距離は選別される扁平物の厚さより僅かに大きくするのが最
適である。分離が既に真空固定により達成されており、その上最下方の固定扁平物の上縁
と次の扁平物の下縁間の距離は下向きに傾斜した側方部（一つまたは複数）の部域におい
ては比較的大きいので剥離具の正確な調整は必要でない。その上、調整範囲はその場合に
選ばれた側方部（一つまたは複数）の傾斜角度に依存する。剥離具は単一片設計、例えば
、それはＵ－形状であることができる、を持つことができ、その場合任意的にＵ－形状剥
離具の下端は斜めに切られる。しかし、剥離具はまた二つの別個の部分から形成すること
もでき、その場合下端は、また、運搬手段の下向きに傾斜した側方部に対応するように斜
めに切ることができる。
【００１６】
吸引装置は最下方の扁平物の一つまたは両方の縁部域を脱離させる役目をする。この吸引
装置は通常の真空源に連結された装置であることができる。しかし、好ましくは、吸引装
置はより詳細に以下に説明される運搬手段の一部である。
【００１７】
前後に動くことができ、好ましくは通常の方式で（例えば、クランク駆動により）駆動さ
れる台である、運搬手段は最下方の扁平物を前進させる役目をする。この目的のため、運
搬手段の頂部は負圧を発生するために採用された装置に連結することのできる少なくとも
一つの開口を持ち、それにより最下方の扁平物は前進運動の間運搬手段上に保持される。
それを通して負圧が最下方の扁平物に適用される開口または複数の開口は運搬手段の前方
部に（好ましくは前方半分に、特に前方３分の１に、特に好ましくは前方１０分の１に）
位置しており、従って後方部は如何なる開口も持たない。運搬手段に設けられた開口また
は複数の開口は真空または吸引装置に連結され、一般に円形であり、例えば１ｍｍから１
ｃｍの範囲の直径を持つ。例えば、水流ポンプのような真空発生装置の如何なる種類もこ
の目的のために使用することができる。
【００１８】
好ましくは、それを通して真空が適用される運搬手段開口は最下方の扁平物を固定し剥離
具の下にそれを前進させるのみならず、むしろ同時に、開口または複数の開口はまた最下
方の扁平物の少なくとも一つの縁部域を脱離させる役目をする。この場合、開口または複
数の開口は運搬手段の一つまたは両方の側方部にそのとき位置しており、それによりこれ
らの側方部の後方部は、また、開口がない。吸引開口の数および寸法はもちろん各場合に
選別される扁平物の固有の安定性および寸法に依存する。固有の堅さが高い程そして扁平
物の寸法が大きい程、より多くのそしてより大きい開口である必要がある。ほぼ４．５ｃ
ｍ×７．５ｃｍの寸法を持つ前述の好ましい紙クーポンのためには運搬手段の側方部（一
つまたは複数）の前方４分の１に１から４個の開口、より好ましくは前方１０分の１に一
つの開口で脱離を遂行し固定を確保するために十分である。
【００１９】
従って、運搬手段は好ましくは運搬方向に平行に走る一つまたは二つの下向きに傾斜した
側方部を持ち、その前方部に真空が適用される一つまたはそれ以上の開口があり、かくし
て最下方の扁平物がまず脱離され、それから運搬手段上に保持される。側方部の一方側ま
たは両方側に傾斜した運搬手段に対していずれの選択がなされるかは対象の場合の選別さ
れる扁平物に依存する。もし、例えば選別されるクーポンがその縦方向縁に沿って、すな
わち運搬方向に平行に、折りたたまれているならば、そのときは運搬手段の一方側の傾斜
、すなわち折りたたみの側の、が好ましい。この理由は、もし両方側が傾斜していると、
そのときは全体のクーポンは折りたたみ側の負圧によって脱離されるであろうが、反対側
では折りたたまれたクーポンの最下方のシートのみが脱離され、真空が適用されない頂部
シートは脱離されないであろう。従って、引続いての選別工程中に、特にもし剥離具が最
下方の扁平物の下縁までずっと延びていると、クーポンが剥離具上にくっつくという危険
がある。しかし、縦方向または運搬方向に折りたたまれていない一層または多層クーポン
の場合には、この方式で固定および分離が最も問題が少なくて実行できるので、運搬手段
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は好ましくは両方側に傾斜させられる。
【００２０】
もし運搬手段が一方側に傾斜しておれば、それは台の全幅の約３０から８０パーセント、
好ましくは４０から７０パーセントを構成する平坦側方部並びに第二の下向きに傾斜した
側方部を持つ。もし運搬手段が両方側に傾斜しておれば、運搬手段の頂部は台の全幅の３
０から７０パーセントを一般的に構成する平坦中間部並びに通常幅が等しく通常対称的に
下向きに傾斜している二つの側方部を持つ。中間部は連続的であることができまたは二つ
またはそれ以上の部域から構成されることができる。
【００２１】
下向きに傾斜した側方部（一つまたは複数の）の角度は平坦側方部のまたは平坦中間部の
面に対して５°から２０°、好ましくは約１０°（選別される扁平物の材料の剛直性によ
る）である。下向きに傾斜した側方部（一つまたは複数の）はまた丸味を持たせることも
でき、それは扁平物の運搬手段上への良好な固定を可能とする。
【００２２】
運搬手段の幅は対象とする扁平物の幅とほぼ対応する。運搬手段の長さは扁平物の長さに
放出時に通過する区分を加算したものとほぼ同じか更に長くされる。この方式により、ホ
ッパー中に残る扁平物は落下しまたは脱落するのを防止される。運搬手段の長さはまた幾
分短くすることもできる。特に、－それが、例えば後方位置にあり、最下方の扁平物の固
定および放出前であるとき－運搬手段の前縁はホッパーの前壁の後縁までずっと延びてい
ないのが好ましく、かくして固定扁平物は例えば０．５ｍｍから３．０ｍｍの少しだけ運
搬手段の前縁を越えて延びる。これは放出後の固定扁平物の引取り装置への移送を容易に
する。運搬手段上に位置する扁平物の移送を容易にするための更なる方策は運搬手段の前
縁の底に傾斜をつけること並びにそれを前方に、例えば水平面に対して２０°から５０°
の角度で傾斜させることを含む（運搬手段はもちろんまた水平であることもまた後方に傾
斜させることもできる）。移送はまた運搬手段の前部を選別された扁平物を更に運搬する
引取り装置に適合させることによって遂行することができる。
【００２３】
この引取り装置は通常剥離具の直前に位置しており、一般に二つの普通に駆動される移送
ローラーからなる。そのときは選別される扁平物を剥離具の下に前進させる運搬手段は、
移送ローラーに適合している寸法の凹所をその前部に持つ。前進段階中に、運搬手段は選
別される扁平物をその後扁平物を取り上げ更にそれを運搬する二つの移送ローラー間に位
置させる。この方式により、扁平物が通過する経路はこの扁平物の長さよりずっと短くな
る。前述の好ましい紙クーポンに対しては、移動の長さは約４０ｍｍであり、一方例えば
たばこパックに使用される幾分小さい税納印紙に対してはほんの２５ｍｍである。
【００２４】
最下方の扁平物が選別されるとき、まず第一に、好ましくは側方部に位置する吸引開口を
通してそれに真空が適用される。この真空の適用の結果として、最下方の扁平物は運搬手
段上に吸引され、従ってその支持表面上に固定される。この固定時に、扁平物はその固有
の剛直性によって作り出される平坦で硬い形状を失い、運搬手段の輪郭をとる。ここで、
固定されるのに加えて、最下方の扁平物はまた最後の次の扁平物から分離される。運搬手
段は今や剥離具の下に移動し、最下方の扁平物を移送ローラーに移送し、それにより運搬
手段は既に後方に再び動きつつある。運搬手段の後方部には開口がないので、この時点で
最後の次の扁平物には真空が適用されない。前後運動のタイミングと速度、引取り装置の
タイミングと速度（この両方とも好ましくは連続的であるがまた断続的であることもでき
る）および吸引開口のない運搬手段の後方部の長さは最下方の扁平物が吸引開口をクリヤ
ーし始めるときに運搬手段が好ましくは少なくともその後方位置にあるような方式で互い
に調整される。運搬手段はまた吸引開口がクリヤーされるときその後進運動をまだ行って
いることもできる。そのときは、しかし、連続的に作動する真空の結果として、最下方の
扁平物は既に運搬手段の後進運動中に吸引され、それは保持具に対してもみくちゃにされ
ることもありうる。従って、吸引開口は、後進運動の終了直前かそうでなければちょうど
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運搬手段の後方最終位置でまたはその前進運動中のいずれかで、好ましくは運搬手段がそ
の後方最終位置に到達したときに、クリヤーされるべきである。この目的のために、吸引
開口は運搬手段の前方半分、特に前方３分の１または前方１０分の１にのみ位置するのが
好ましい。そのときは、最下方の扁平物が引き出されるや否や、最後の次の扁平物が固定
され選別工程が真空のスイッチをオンオフする必要なく繰り返されうる。
【００２５】
選別された扁平物はそれから更に引取り装置によって運搬される。例えば、クーポンはま
だ透明なセロファン包装紙中に包まれていない完成たばこパックに付加することができる
。特に、クーポンは内部ライナー中に包まれただけのたばこに付加される。そのときは、
たばこパックの通常の製造工程において、得られるのは、例えばクーポンがパックが開封
されるとき消費者に見え、そしてそれをその後取り出すことができるように、内部ライナ
ーと外部包装紙間にクーポンを持つたばこハードボックスである。
【００２６】
【実施例】
この発明が以下図面に示される一実施例に関して説明される。
【００２７】
図１は輸送台２１の形の運搬手段２０の上面図を示す。輸送台２１は平坦な中間部３１並
びに二つの側方部３０を持ち、後者はまた各々が二つの部分に分かれている。側方部３０
の両方とも前方部２９、その各々がそれを通して負圧が適用されうる四つまでの開口２６
を持つ、並びに開口２６の無い後方部２８を持つ。最後に、輸送台２１は、そのとき前進
している、ここでは図示されていない、扁平物の移送を容易にするためにその前方に凹所
３２を持つ。
【００２８】
図２はほんの三つの扁平物からなる扁平物の堆積体１１を持つ選別装置を示す。扁平物は
それらの縦方向縁１５に沿って折りたたまれている薄い、二層のクーポンである。扁平物
の堆積体１１（ここでは図示されていないホッパー中の）は平坦部３３と横方向に下向き
に傾斜した側方部３０を持つ輸送台２１上に置かれている。輸送台２１はそれが直線的に
スライドすることができるようにレールまたは他の何らかの案内素子上に周知の態様で支
持され、それはここに図示されていない駆動機構により駆動される。輸送台２１の動きの
経路は約３０°の角度で下向きに傾斜している。ホッパー（図示せず）は輸送台２１の経
路と同じ態様で前方に傾斜しており、かくして扁平物の堆積体１１の固有の重量がその下
端が斜めに切られているロッドからなる剥離具２２にそれを対置させることになる。この
剥離具２２は輸送台２１の動きの方向に垂直に配置されている。
【００２９】
その下向きに傾斜した側方部３０において、輸送台２１の頂部は負圧源（図示せず）にダ
クトシステム２５により連結されている真空または吸引開口２６を持つ。図２で分かるよ
うに、最下方の扁平物１２が吸引され、下向きに傾斜した側方部３０上に固定されるよう
に負圧が吸引開口２６に適用される。輸送台２１が前進されるとき、固定された最下方の
扁平物１２は容易に剥離具２２の下に放出され、更に運搬されることができる。
【００３０】
図３は二つの下向きに傾斜した側方部３０を持ち、三枚の幾分厚い、一層の扁平物からな
る扁平物の堆積体１１を持つ、平坦な中間部３１を持つ輸送台２１の正面図を今一度示す
。下向きに傾斜した側方部３０は吸引開口２６を持ち、そこに真空システム２５を通して
真空が適用されうる。図３は真空が適用される前の装置を示し、従って最下方の扁平物１
２の縁部域１６はまだ最後から二番目の扁平物１３の縁部域から脱離されていない。
【００３１】
図４は平坦な中間部３１と両側に下向きに傾斜した側方部３０、吸引開口２６およびダク
ト２５を持つ図３の輸送台２１を再び示す。真空が今やスイッチオンされており、従って
最下方の扁平物１２は輸送台２１の表面上に吸引されている。真空の適用により、最下方
の扁平物１２の両縁部域１６は引取り方向に走る線に沿って撓められ、最下方の扁平物１
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２はその当初の硬直した真直ぐな形状を輸送台２１の曲がった断面に適合するように強制
される。その結果、縁部域１６は次の扁平物１３から分離される。輸送台２１が前進され
るとき、最下方の扁平物１２は真空システムによって発生された負圧の結果として輸送台
２１によって保持されているので一緒に取り出される。その上の扁平物１３の前縁は剥離
具２２に対接しており、一方その下縁は下向きに傾斜した側方部３０に平行に走っており
、従ってそれは輸送台２１と一緒に動くことができず、かくして輸送台２１の前進および
その結果の最下方の扁平物１２の剥離具２２の下への放出のため、最下方の扁平物１２は
確実にかつ問題なく選別される。
【００３２】
図３と図４はまた真空システムのため、最下方の扁平物のみが選別されることができるの
で剥離具２２を非常に正確に調節する必要がないことを示す。次の扁平物が一緒に運び去
られることが確実に防止される。
【００３３】
図５から図８は選別工程の種々の段階を示す。図５は選別工程の第一段階を示す。それは
二つの下向きに傾斜した側方部３０と平坦な中間部３１を持つ輸送台２１を示す。図５に
おいては、クランク駆動機５０によって駆動される輸送台２１は、短い垂直線で終る動作
矢印で示される如く、その後方位置にある。吸引空気開口２６はまた一つの側方部３０の
前方に見ることができる。第二側方部３０はまたこのような吸引空気開口２６を持つが、
これは図５では見ることができない。最後に、輸送台２１はまた凹所３２を持つ。輸送台
２１上に、部分的にのみ示されている剥離具２２にその前方が対接している紙クーポンか
らなる扁平物の堆積体１１がある。
【００３４】
扁平物の堆積体１１の後方に、保持具３４がある。図５に見られるように、最下方の扁平
物１２は輸送台２１の表面上に適用された真空により固定されており、最下方の扁平物１
２の縁部域は次の扁平物１３から脱離されている。
【００３５】
輸送台２１の前方に二つの逆回転する移送ローラー４２、運搬ベルト４４および今一つの
ローラー４６からなる引取り装置４０がある。図５においては、選別された扁平物１０が
、内部ライナーを持ち、ここには示されていない運搬ベルト上で輸送されている未完成の
たばこパック６０上にちょうど置かれつつある。
【００３６】
図５並びに図６および図８において、矢印は動きの全ての方向を示す（例えば、移送ロー
ラー４２、運搬ベルト４４またはクランク駆動機５０の）（上記もまた参照）。
【００３７】
図６は選別の第二段階を示す。台２１は今やクランク駆動機５０によって少し前進されて
おり、従って剥離具２２の下の固定された最下方の扁平物１２は既に短距離放出されてお
り、最後の二番目の扁平物１３から分離されているが、まだ引取り装置４０には到達して
いない。引取り装置４０の末端において、既に選別された扁平物１０のたばこパック６０
上への載置がほぼ完了している。
【００３８】
図７において、台はその最大前進位置に最終的に到達しており、それは短い垂直線で終る
輸送台２１の動作矢印により示されている。吸引開口２６を通しての吸引空気の適用がま
だ最下方の扁平物１２上に専ら作用していることを明らかに見ることができる。この最下
方の扁平物１２は今や移送ローラー４２の間にあり、一方、そこでは下方移送ローラー４
２は輸送台２１の凹所３２内に位置している。この態様により選別された扁平物１２の良
好な移送が可能である。既に選別された扁平物１０のたばこパック６０上への載置（図７
の右手側における）は完了しており、一方ちょうど選別された扁平物１２に対して予定さ
れた第二のたばこパック６２が移送が行われるところへ輸送されつつあるところである。
【００３９】
図８は選別の次の段階を示し、そこでは台２１が既に後進運動をなしており、後方出発位
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置の直前にある。図８で見ることができるように、最下方の扁平物１２は今や引取り装置
４０内に大部分位置しており、たばこパック６２上へ載置される直前にある。しかし、扁
平物１２の後方端はまだ吸引開口２６を覆っており、すなわち扁平物１２の後縁１８はま
だ吸引開口２６をクリヤーしておらず、従って真空は最後の次の扁平物１３上に作用して
いない。この状態、すなわち輸送台がその後方出発位置に到達する直前、においては、最
下方の扁平物１２はまだ真空スライド弁として作用する。
【００４０】
それから次の段階は再び図５に示された状態に相当し、そこではそこで選別された扁平物
１０の代りに、扁平物１２が今や選別されており、次の扁平物１３が扁平物の堆積体１１
の残りから分離されつつある。
【図面の簡単な説明】
【図１】運搬手段の平面図である。
【図２】一方側に傾斜した側方部を持つ選別装置（運搬方向に垂直な）の正面図である。
【図３】最下方の扁平物の選別前の二つの傾斜した側方部を持つ装置の正面図である。
【図４】選別工程中の図３による装置である。
【図５】選別の種々の段階中の装置の側面図である。
【図６】選別の種々の段階中の装置の側面図である。
【図７】選別の種々の段階中の装置の側面図である。
【図８】選別の種々の段階中の装置の側面図である。
【符号の説明】
１０　扁平物
１１　扁平物の堆積体
１２　最下方の扁平物
１３　最後から二番目の扁平物
１６　縁部域
２０　運搬手段
２１　輸送台
２２　剥離具
２５　真空ダクト
２６　吸引開口
３０　下向きに傾斜した側方部
３１　平坦な中間部
３２　凹所
３４　保持具
４０　引取り装置
４２　ローラー
４４　運搬ベルト
４６　ローラー
５０　駆動機
６０　たばこパック
６２　たばこパック
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(10) JP 3895441 B2 2007.3.22



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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